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業 務 部 財 務 課 

 

関 係 各 位 

 
平成 21 年度入札・契約制度の当面の改正について 

                                  
平成21年度に予定している入札・契約制度の当面の改正内容は，以下のとおりです。 
なお，現在検討中の内容もありますので，決定次第，随時お知らせします。 

 
１ 一般競争入札における発注基準等の改正予定（一部の工種） 

① 発注基準の改正 

    土木工事等の一部で発注基準を改正予定（５月公告以降を予定） 
     ○４月公告分  ・発注基準  → 現行どおり 

・業者ランク → 平成 21・22 年度の業者ランクを適用 

  

２ 工事成績が著しく低い場合の指名停止の適用 

   「不良不適格業者の排除，適正な施工体制の確保」を目的に，「工事成績が著しく

低い業者」へのペナルティーとして，指名停止基準を策定しました。 

 
① 指名停止基準の内容 

   ○「新潟市水道局工事成績評定実施要領に基づく工事成績が不良のとき」 

⑴ 工事成績評定の合計点が４５点未満 ３ヶ月の指名停止 

⑵ 工事成績評定の合計点が４５点以上５５点未満 １ヶ月の指名停止 

⑶ 工事成績が不良で指名停止を受けた有資格業者が，指名

停止期間の終了後３年を経過するまでの間に，再度工事成

績の不良により指名停止に該当することとなった場合 

６ヶ月の指名停止 

○ 指名停止における工事成績評定の合計点の考え方 

工事成績評定の合計点に，指名停止（工事事故）による減点がある場合は，指名停止

による減点を除いた点数を工事成績評定の合計点とみなす。 

   ② 適用開始時期  

      平成２１年４月１日以降に契約締結した工事から適用 

 

３ 最低制限価格等の暫定的引上げ 

    昨年度，最低制限価格等を暫定的に引き上げましたが，平成２１年４月１日以降

も引き続き実施します。 

 

４ 前払金の支払割合   

   工事請負契約で１億円を超える部分も「請負金額の４０％」に拡大します。 

○ 適用開始時期 

       平成２１年４月１日以降に契約締結した工事から適用 


